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全 員 協 議 会 記 録

◇開会日時 平成２６年６月２３日（月曜日）

午前１１時４７分 開会 午前１１時５８分 閉会

◇開催場所 全員協議会室

◇出席議員 １７名

◇欠席議員 なし

◇出席説明員

◇事務局職員

◇本日の会議に付した案件

議 長 菅 原 満 議員 副議長 栗 原 次 男 議員

２番 金 井 伸 夫 議員 ３番 熊 谷 二 郎 議員

４番 須 貝 郁 子 議員 ５番 田 上 安 男 議員

６番 吉 田 武 司 議員 ７番 阿 部 かをる 議員

８番 村 田 富士子 議員 ９番 佐久間 美代子 議員

１０番 吉 田 けさみ 議員 １１番 待 鳥 美 光 議員

１２番 駒 井 政 公 議員 １３番 赤 松 祐 造 議員

１４番 猪 原 陽 輔 議員 １６番 齊 藤 秀 雄 議員

１８番 斉 藤 克 己 議員

議会事務局長 郡 司 孝 行 議会事務局次長 伊 藤 英 雄

議事課長補佐 平 川 京 子 主 任 芹 澤 奈 美

市 長 松 本 武 洋 副 市 長 大 野 健 司

企 画 部 長 山 﨑 悟 総 務 部 長 橋 本 久

市民環境部長 星 野 賢 危機管理監 廣 塚 雅 史

教 育 部 長 上 篠 乙 夫
企画部次長兼
政 策 課 長 結 城 浩一郎

秘書広報課長 大 野 久 芳 総 務 課 長 喜 古 隆 広

政策課長補佐 前 島 祐 三



- 2 -

首都圏空港の機能強化策についての報告

その他
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午前１１時４７分 開会

○菅原満議長 ただいまから、全員協議会を開催します。

初めに、市長よりあいさつをお願いいたします。

○松本市長 お忙しいところ、全協を開催いただき、ありがとうございます。国の首都圏空港

機能強化技術検討小委員会におきまして、首都圏空港の発着枠の拡大による機能強化策が中間

取りまとめとして公表されました。この内容につきましては、すでに報道等を通じて御存じの

方が多いのではないかと思いますが、飛行経路の変更案の１つに羽田空港へ着陸するための飛

行機が当市の上空を通過するという飛行経路が設定されているものでございます。先日この案

件につきまして、埼玉県主催の説明会が開催され当市の職員が出席し、公表された中間取りま

とめの内容等の説明を受けました。本日はその内容等の御報告をさせていただきます。それで

は、内容等につきまして企画部長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。

○菅原満議長 本日の案件は、首都圏空港の機能強化施策についての報告です。

このことについての説明を願います。

山﨑企画部長。

○山﨑企画部長 それでは、６月18日に埼玉県主催で国土交通省から首都圏空港の機能強化策

について説明会が開催されましたので、その内容について御報告申し上げます。

経緯といたしましては、首都圏空港機能強化技術検討小委員会が2013年11月から５回にわた

り開催されまして、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、空港の処理能力の

拡大を含めた首都圏空港の機能強化について説明を行い、今月に中間取りまとめを公表いたし

ました。提示された案によりますと、現状の滑走路処理能力の再検証をするとともに、新たな

見直し案として当市上空を飛行する案が提示されました。見直し案で当市を通過する案はお手

元の資料８ページをごらんいただきたいと思います。

８ページの２．滑走路運用・飛行経路の見直し～南風時②という案でございます。飛行時間

は15時から19時、午後３時から午後７時までの間となっております。状況が多少違いまして、

15時から15時半までの間は調整時間で徐々に運航が多くなってまいります。また15時半から18

時半までは、この見直し案のとおりの滑走の機数となっております。18時半から19時までは、

徐々に逆に運航が少なくなっていく予定でございます。県内を通過する時間はそれぞれが最長

５分程度でございます。飛行本数は時間当たり44回でございます。これは左の図のところの赤

い字で書いてある到着13機と到着31機を合わせると、時間にして44機となるところでございま

す。

運行経路は風向きによって決めるため、毎日運行するとは限りません。過去の北風と南風の

割合は、北風が60％で冬が多くて、南風は40％で夏が多くなっております。当市の通過する案

は南風のほうで、夏が多いということでございます。飛行高度は3,000フィート、約950ｍから、
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4,000フィート、約1,220メートルの高さとなってございます。3,000フィートの高さでござい

ますと、小型機の場合で63デシベル、大型機の場合でも69デシベルでございます。4,000フィ

ートの高さの場合ですと、小型機で59デシベル、大型機の場合でも65デシベルでございます。

参考までに40から50デシベルが普通の人が会話している程度の音でございます。60デシベルに

なりますと多少うるさく感じまして、時速40kmで走行する自動車の室内。また70デシベルです

と、掃除機とか騒々しい街頭のがやがやした音と言われております。

現段階ではあくまでも案ということで示されておることでございます。そういう説明会もあ

り、例えばここにありますように、南風の場合の１案、２案、北風も一応１案、２案という形

で示されておりますので、あくまでも他の案もあるということで御理解いただきたいと思いま

す。

○菅原満議長 以上で説明が終了しましたので、質疑を行います。質疑のある方は挙手願いま

す。

吉田けさみ議員。

○吉田けさみ議員 飛行回数とか、かなりの数に上るんですけれども、高さが3,000フィート

から4,000フィートということで、これは和光市の上空ではこの高さなんですという感じなん

ですか。それともやっぱり気候だとかそのときの天候だとかによっては高さが下がってくると

か、上がるとか、そういうのはあるんですか。

○菅原満議長 山﨑企画部長。

○山﨑企画部長 これはあくまで案でございますので、基本的な高さを示されたものだと理解

しています。今お話があったように、風向きであったり、諸条件によっては若干違うところが

あるかもしれないですけれども、着陸するには、この距離からいって羽田空港まで行くには、

この高さで降りてくるのが普通の基本的な考え方なのかなと思います。

○菅原満議長 駒井政公議員。

○駒井政公議員 これによる騒音対策とか、そういう交渉とか補助金とか、そういうことは考

えていないんですか。

○菅原満議長 山﨑企画部長。

○山﨑企画部長 まだこれは委員会での案でございます。これは確定したものではございませ

んので、具体的なお話はまだございません。

○菅原満議長 吉田けさみ議員。

○吉田けさみ議員 １時間当たり44回ということが示されているという御説明ですが、そうす

ると１日当たり何回ぐらいルートを通るんですか。24時間を掛ければいいのですか。

○菅原満議長 山﨑企画部長。

○山﨑企画部長 先ほどお話申し上げましたように、大体15時から19時で、確実に15時半から

18時半で見直し案のとおりということですので、大体ここで３時間ございます。ですから単純

に言えば、44回掛ける３時間、あとは前後のプラスアルファがあるということだと認識してご
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ざいます。

○菅原満議長 赤松祐造議員。

○赤松祐造議員 飛行機は日本の飛行機だけじゃなくて、世界中の諸外国の飛行機も飛ぶとい

うことですよね。

○菅原満議長 山﨑企画部長。

○山﨑企画部長 国際線ということでお話は聞いています。もしかすると一部国内線が入るか

もしれませんが、ほとんどが国際線だということでございます。

○菅原満議長 赤松祐造議員。

○赤松祐造議員 これは和光市は黙って受けなければいけないものなのか。いろいろな意見は

市として上程すべきとか、その辺はどうなっていますか。

○菅原満議長 山﨑企画部長。

○山﨑企画部長 現在まだ案でございます。他県、他市も通るところでございますので、これ

がもう少し具体的に示されれば、市としてもいろいろな策を講じなければいけないかと思いま

すけれども、現時点ではまだ説明会があったということでございますので、これを報告したと

いうことまででございます。

○菅原満議長 赤松祐造議員。

○赤松祐造議員 これは国際線ですけれども、和光市の上空はヘリコプターも飛んでいる訳で

す。その辺の調整というのはされるんですか。ヘリコプターは自由に飛んでいるから。衝突な

どしたら大変だと思って。航路はどうですか。

○菅原満議長 山﨑企画部長。

○山﨑企画部長 これは国際基準に従った経路でございますので、自由にどこかからここに入

るということはございません。

○菅原満議長 赤松祐造議員。

○赤松祐造議員 これはわかります。和光市の上空はヘリコプターも飛んでいますから、航路

を横切るようになるじゃないですか、その辺についてはどう考えているのでしょうか。

○菅原満議長 山﨑企画部長。

○山﨑企画部長 それは防衛省のほうと国際基準のほうで、全てクリアされていると思います。

○菅原満議長 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」という声あり〕

ほかに質疑がございませんので、以上で質疑を終結します。

なお、本会議終了後の大変短い時間での開催となりましたが、これは執行部側の求めであり

ましたので、今後、日程、時間等の設定については配慮をお願いできればと存じます。ちょっ

と時間が短いので、十分な協議等ができなかったかもしれませんが、質疑が大体出尽くしたよ

うなので、以上で終結します。

本日の協議は、これにて終了しました。
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記録につきましては、正副議長に一任願います。

以上で全員協議会を閉会します。

午前１１時５８分 閉会



議 長 菅 原 満

副 議 長 栗 原 次 男


